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『知的財産を評価して中小企業に融資したい』 
中小企業知財金融促進事業 

                                   

                                 

                                   

                                   

 
 
対象となる方  

中小企業等への事業性評価に基づく融資を検討している金融機関 
 
支援内容  

金融機関からの申請により、金融機関のクライアントである中小企業の「知財ビジネス
評価書」を提携調査会社が作成し、無料で提供します。中小企業の知財を活用したビジ
ネスの価値・評価を「見える化」することで、金融機関の融資判断時における活用につなげ
る包括的な取組を実施します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご利用方法 

特許庁の受託事業者（２８年４月以降決定）が行う公募期間中に申請書等を提出  
  ※予算の範囲内で随時公募を予定しています。 

 
公募時期、応募申請手続き等詳細については、２８年４月以降に決定いたします。 
詳細は下記までお問い合わせください。 
 

 
 

お問い合わせ先 
   
 特許庁 普及支援課 支援企画班 電話：03-3581-1101(2145) 
  

 中小企業の知財を活用したビジネスの価値・評価を「見える化」した「知財ビジネス評
価書」を作成し、知財の専門人材が不足している金融機関に提供することで、同ビジネ
スが中小企業への融資判断に適切に反映されることを目指します。 

受付 

 
     

提携調査会社（複数） 

金融機関 

特許庁の受託事業者 

①クライアントである 

 中小企業の評価の申請 

②評価指示＆評価書作成費 

中小企業 

④評価書提出 

⑥融資可能性 

③ヒアリング 

⑤評価書提出 

 
様 式 

 

『『  地地方方創創生生をを支支援援すするる融融資資制制度度をを知知りりたたいい    』』  
 

まち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度 
                                   

                                 

                                   

                                   

 

 
対象となる方  

以下のいずれかの要件を満たす方 
（１）地方で、新たに１名以上（従業員２１名以上の企業の場合は３名以上）の若者（３５歳未

満）を雇用する方 
（２）本社を東京２３区から地方に移転する方、又は店舗・事務所等を地方に新設若しくは増

設する方 
（３）子育てサポート企業（くるみんマーク）の認定を取得している方 
（４）「地方版総合戦略」に基づき、地方創生に資する事業として地方公共団体が認めた事業

を行う方 
 
支援内容  
■貸付機関：  
 株式会社日本政策金融公庫（中小企業事業、国民生活事業）、沖縄振興開発金
融公庫  
■対象資金： 各貸付制度に規定する資金使途  
■貸付限度額： 各貸付制度に規定する貸付限度額  
■貸付期間（据置期間）： 各貸付制度に規定する貸付期間（据置期間）  
■貸付利率： 各貸付制度に規定する貸付利率から０．１％を控除した利率とする。 
 
 
ご利用方法 
申込み時に各機関に必要書類を提出して下さい。必要書類についてはお問い合わせ下さい。 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ先 
株式会社日本政策金融公庫（日本公庫）  
・国民生活事業（個人企業・小規模企業向け事業資金） 
・中小企業事業（中小企業向け長期事業資金）  

事業資金相談ダイヤル：0120-154-505 
沖縄振興開発金融公庫 電話：098-941-1795 
 
  

地方で活躍する中小企業・小規模事業者を支援し、地方創生を実現するため、「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」に掲げられた４つの基本目標に沿った事業を行う事業者の資金繰りを支援します。 
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